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計算例  グループ補助金で交付決定となった補助対象経費 1,000 万円の場合【A】 
        グループ補助金 750万円【B】      
貸付金 （1,000万円 × 1/4） ＋ （1,000万円 × 8％） 

【C】             【D】 
 ＝ 250万円 ＋ 80万円  ＝ 330万円※ 
 ※自己負担金 【A】の金額の１％もしくは 10 万円のうちどちらか低い額を差引く 

借入限度額 ＝ 320万円 

（お問い合わせ先）   公益財団法人くまもと産業支援財団  復興支援金融室  

〒８６１－２２０２  熊本県上益城郡益城町田原 2081 番地 10 

TEL ０９６－２８６－３３５０  

受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時  

令和元年７月作成 

消費税【D】 

補助金交付決定額 

（３/４） 

【B】 

１/４ 

【C】 

補助対象経費（税抜）【A】 

貸付金＝税抜１/４+消費税 

借入申込時の必要書類や詳しい制度の説明は 

財団へ直接お問い合わせいただくか、 

財団ホームページをご覧ください！ 

 

償還期間と金利について 

・期間＝最長 20年 

（うち返済を猶予する据置期間を 

5年以内で設定することができます） 

・金利＝無利子 
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担保について 

原則として、対象施設・設備に 

担保設定いたします 

グループ補助金等無利子貸付制度のご案内 

（被災中小企業施設・設備整備支援事業） 

申込み期限：令和元年９月３０日（月）まで 
※ ただし、平成 30年度以降にグループ補助金の 
交付決定を受けた方は令和 2年 3月 31日まで 
ですが早めの申込みをお願いします。 


